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はじめに

三重県誕生から 140年の節目にあたる平成28(2016）年、県史に残る歴史的な出来事があり

ました。日本の美しい自然、豊かな文化、伝統を世界のリーダー達に肌で感じてもらえる場

所として伊勢志摩地域が選ばれ、 5月に凋催された主要国首脳会議（G7サミット）「伊勢

志摩サミットjです。

伊勢志摩サミットでは、 SD G  s （持続可能な隣発目標）を進めることにコミットする

「G7伊勢志摩首脳宣言jが世界に向けて発信されるなか、開催地としてオーノレ三重で一丸

となって取り組み、三重県が誇る美しい自然、豊かな食の魅力や日本を象徴する伝統・文化

が国内はもとより世界に発信されるなど、多くの成果を残しました。

南北に長い三重県は、 G7サミットの開催地として選ばれた伊勢志摩地域をはじめ、温暖

な気候・風土のもと、海・山・川など豊かな自然がすべて揃っていますo

海は、砂浜の海岸線が続き、穏やかな内海の伊勢湾、鳥羽志摩のリアス海岸を経て、一

転、勇ましい表情を見せる太平洋、熊野灘へと続いています。

また、山・川も、北勢地域には、木曽三J11の河口、鈴鹿山脈を構成するセブンマウンテ

ン、中南勢・伊賀地域には、布引山地とそれに連なりユネスコエコパークに登録される大台

ケ涼・大峯山・大杉谷及びそれらを端として流れ出る前川とその流域、東J紀州地域には、紀

伊山地とそこから一気に熊野灘まで流れ出る急峻な川iなど、まだまだ手つかずの本物の自然

がたくさんあります。

こうした三重の自然には、日本の皆さんだけでなく、世界の皆さんが、景観としてだけで

なく、五感で二楽しみ、そして、その地域で暮らす人たちゃ集まった仲間たちとも交流の輸を

広げ、思い出の地として心に刻んで、いただ、けるような魅力が詰まっています。

一方で、自然豊かな地域にも、人々の暮らしがあり、産業があります。これまで自然との

共生のなかで脈々と培われてきた地域住民の生活を持続的に発展させていくことが求められ

ています。そのためには、豊かな自然を、経済循環の中で保全しながら、後世に確実に引き

継ぐとともに、地域資源として積極的に活用し、地域収入の増大や雇用反創出に結び付けて

いくことが必要と考えています。

県では平成 28(2016）年2月、サミットの開催を「三重j を世界に発信する千載一遇の好

機と捉え、自然や景観のすばらしさを発信するほか、自然の魅力を“体験’＼“ツーリズム”

とし、う方法で発信し、食や観光、アウトドア・スポーツや教育に関係する事業者などとも連

携しながら、国内外から多くの人々を三重に呼び込み、交流の拡大を進めることで、地域の

活性化と環境if;保全、さらには体験者の移住・定住へとつなぐための取組方向などをまとめ

た「三重まるごと自然体験構想j を策定し、構想、の実現をめざして施策を効果的に実施して

きました。

その結果、自然体験参加者数が増えたほか、農山漁村交流人口の押し上げにつながるな

ど、自然体験促進の取組が実を結びつつあります。

今後もこれまでの成果を踏まえ、人口減少や高齢化の進展や、インバウンドの拡大の他、

人生 100年時代を見据えた健康寿命延伸の取組など、の社会情勢の変化に対応しながら、三重

が

2020」を策定します。

令和2年3月
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第1章 自然体験を促進する目的と構想策定の趣旨、構想の期間

1 邑然体験を促進する目的

三重県には豊かな自然があります。海・山・川！すべてが揃っています。市街地から車で

30分も走れば、そうした自然に簡単に触れ合えます。

こうした自然は立派な地域の資源です。これまでは景観としてでしか見てこなかった自然

にももっと活用の方法があるはずです。

県では、自然を“景観”として楽しむだけではなく、 “体験”という、よりアクティブな

方法で活用し、子どもから大入、高齢者に至るまで、国内外から多くの人々を呼び込み、自

然の大切さへの理解の醸成を進めたいと考えました。そして、地域との交流、集まった仲間

たちとの交流を図ることで、地域の活性化や自然環境の保全、さらには、移住・定住など若

者等の地域への定着へとつなげていきたいと考えています。

2 構想策定の趣旨

三重の自然は、県民の皆さんにとって、一番に好まれている郷土の魅力のみならず、

平成 28(2016）年の「主要国首脳会議（G7サミット）Jの開催地として伊勢志摩地域が選ば

れたように世界に誇るべき資源です。

県では平成 28(2016）年2月、三重県が誇る豊かな自然を“景観”として楽しむだけでは

なく、“体験”としづ方法で活用し、国内外から人を呼び込み交流の拡大を進めることで、

地域の活性化や自然環境の保全、さらには地域への移住・定住へとつなげるため「三重まる

ごと自然体験構想J（以下「前構想j という。）を策定し、自然体験活動団体や企業、市町等

の連携強化のためのネットワークの構築や人材育成のほか、企業等と連携した情報発信、

「三重ならではjの自然体験フ。ログラムの磨き上げ等により「自然体験の聖地j を目指して

取り組んできました。

この問、自然体験参加者数が増えたほか、農山治、村交流人口の押し上げにつながるなど、

自然体験促進の取組が実を結びつつあります。

今後もこれまでの成果を踏まえ、人口減少や高齢化の進展、インバウンドの拡大の他、東

京 2020オリンピック・パラリンピックや三重とこわか国体・三震とこわか大会などのスポ

ーツイベントの開催を通じたスポーツツーリズムの拡大、人生 100年時代を見据えた健康寿

命延伸の取組などの社会情勢の変化に対応しながら、三重が“自然体験の聖地”となってい

る姿をめざして、新たな構想「三重まるごと自然体験構想、2020j を策定します。

3構想の期間

この構想の携関は、概ね10年先を見据えつつ、 「みえ県民力どジョン・第三次行動計

画jの期間に合わせ、令和 2(2020）年度から令和 5(2023）年度までとします。
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さらに、人にやさしいバリアフリー観光を推進し、来訪者の満足度向上につなげるた

め、日然体験施設や宿泊施設等を対象にしたパーソナルバリアフリー基準やユニバーサ

ルデザインの普及促進、外国語対応等調査・勃言、観光ボランティアガイド研修等に取

り組みました。また、障がい者等の旅を助けるバリアフリー観光情報誌「みえパリ 2Jが

貯0法人伊勢志摩バリアフリーツアーセンターから発行され、多くの方に利用されてい

ます。

平成 27(2015）年度に県が実施した野外体験保育の有効性に関する調査では、野外体験

保育の実施頻度が高い保育施設ほど、多くの園児に「自分からすすんでなんでもや

るj、 「人のために何かしてあげるのが好きj などの様子が見られたことから、県内の

豊かな自然を活用した野外体験保育の普及・啓発に取り組みました。

(3）企業との連携など活動団体の取組にかかる効果的な情報発信

それぞれの自然活動団体や市町のホームページ等で発信していた自然体験に関する情報

をまとめて発信する「三重まるごと自然体験JWEBサイトを構築し、ネットワーク会

員の紹介や自然体験に係る情報を一元的に発信しています。

また、ネットワーク会員が一堂に会し、県民に対して紹介する「三重まるごと自然体験

フェアj の穏健にも取り車乱み三重の白然体験をPRしています。

県では平成 2R(2016）年 9月、アウトドア用品メーカーの株式会社モンベル（以下「モ

ンベルj という。）と自治体としては初めて包括協定を締結し、三重の豊かな自然の魅

力発信や、県民の皆さんの環境保全意識の醸成、自然体験の促進による健康増進など7

つの取組を連携して進め、アウトドア活動を通じたさまざまな社会の問題の解状を目指

すこととしています。

このうち、自然体験に関し高い情報発信力を持っそンベルフレンドエリア登録を通じて

三重のアウトドアフィールドの紹介を行っているほか、大都市圏で開催されるモンベノレ

主催イベントにネットワーク会員とともに参加し、三重の自然体験の魅力を情報発信し

ています。

また、モンベルや紀北町、地域の関係団体、アウトドアガイド等と連携し、環境スポー

ツイベント「SEA  T O  SUMM I T三重紀北大会j を誘致、平成 28(2016）年から毎年

開催し、海外を含む全国から多くの人々に参加し、ただき、三重県紀北町エリアの海・

山・川の自然の魅力を満喫いただいています。

平成 30(2018）年、自然活動団体、行政が連携して人力による移動手段で自然を体感し

ながら旅を楽しむ「ジャパンエコトラック伊勢熊野Jエリアが登録されました。今後、

市町や、自然活動団体、企業等と連携し、ジャパンエコトラックを活用した受け入れ態

勢の整備等に取り組んでいきます。

これらの取組の結果、自然体験ネットワーク会員

の自然体験活動の取組状況等を招握するため平成

31 (2019）年 2月に実施した「自然体験に関するアンケ

ートj によれば、自然体験参加者数が平成 30(2018) 

年の自然体験参加者数が前年と比べてどう変化したか

尋ねたところ（n=78）、 「増加したj が過半を超え

(51. 3%）、 「変わらない（29.5%) Jと併せて 8筈lj

を超えました。
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凶1 白然体験に関するアンケート結果

（平成31(2019）年2月実施）



活動団体からは、 「県と一緒に情報発

信できることが効果的なプロモーション

に繋がっている、アウトドアメーカー会

員をターゲ、ツトとしたPRは非常に効果

的で実際の集客につながっている、自然

体験を生かした地域活性化の機運が高ま

ったO j との芦もあがっているなど、オ

ール三重による取組の成果が現れてきて

います。

また、三重県の農山漁村交流人口が 1,376千 密2 三重県の農山漁村交流入口

人（平成 27年度）から 1,503子人（令和元年

度）と 127千人（9%）増となるなど、これらの成果が農山漁村交流入口の押し上げにも

つながっているとみられます。

さらにこれらのことから、前構想、期間の取組を通じて「自然体験jが農山漁中村辰輿にお

ける有力なコンテンツとして認識することができたことも大きな成果と考えます。

（千人）
l ssn 

1,503 
1,500 

1,412 

1,450 

1,400 

1,350 

l,300 

出 7年度 H28年産 H29停車 問。年藍 R元年底

2 自然体験を促進することの効果

自然体験を促進することで、さまざまな効果が期待できます。

(1)誘客による地域経済の活性化

地域にある自然を、少ない投資によって創意工夫をしながら生かし、人々を呼び込む

ことで、多方面への大きな経済効果が期待できます。体験収入はもとより、宿泊、飲

食、土産等の収入とともに、事業の拡大による震用の創出などが期待できます。おもて

なしの心とその地域ならでは食などを提供することで、リピートによるさらなる経済循

環が期待できます。

(2）子どもたちの生き抜いていく力の育成

独立行政法人国立青少年教育振興機構の調査では、自然体験などを多く経験した青少

年ほど、積極性や他者への思いやりなどの自立的行動習慣が身についており、自己肯定

感も高しゅ頃向にあることが報告されています。子どもが自然体験を多く経験することに

より、子どもの「生き抜いていく力jが育成されることが期待できます。

函3 自然体験と自己肯定感の関係

自己肯定感

楓高い厩やや高い mふつうロやや低いロ緩い

多い 3.1 

や

ふ

少

や

や

や

日
間
出

少おい

。 部 40 曲 lID 1即%

独立行政法人匿立青少年教育振興機構

f青少年の体験活動等に関する実態調査報告書j （平成31年2月）から引用
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(3）家族の緋づくり

家族でキャンプをした親へのアンケートによると、「子どもの成長に良い変化があっ

た（77目）J、「（親自身が）キャンプを楽しむことができた（93.6%) J、「キャンプを通し

て、普段より配偶者と多く対話できた（71.5%) Jなどの効果を示す言語査結果があり、雄

大な自然の中で非日常的な共同体験を家族ですることにより、家族の終づくりに大きく

貢献することが期待できます。

(4）農林水産事業者の収益向上

6次産業化の一環として、農林水産業体験と農林漁業体験民宿を組み合わせた事業を

展開することで、収益の向上、経営の安定が期待できます。

(5）体験者の健康増進

自然体験、例えば、森林浴や山野のトレッキング、海洋療法などによって、健康の維

持・増進・回復が期待できます。

(6）交流の拡大

自然体験の最大の効果は、地域に人々の交流が生まれることです。交流が、さらなる

交流を生み、拡大することで、こうした自然体1験による効果が相乗されていくことが期

待できます。また、こうした交流の拡大を通じて、二地域居住や移住へとつながってい

いくことも期待できます。

由 自然体験の目的や効果別分類

目的別
観光・レジャー

自然教育
6次産業化

へノレス

種類 環境教育 ツーリズム

目的・
遊び、趣味、 :Tc気位i子どもたちゃ若者に対 農林水産業経営の多角 健康の維持・増進・回

効果
復、心身のリブレッシ する自然教育、環境教 化による収益の向上 復
ニL 育、親子の約三づくり

海・川・ rJi等でのアウ 自然観察、魚、獲り、釣 洞植え・稲刈り体験、 温泉療法、森林療法

体験の
トドア・スポーツ、フ り、森の散策、 J11遊 果樹収穫体験、綱引き （トレッキング、森林

種類
イァシング、自然の中 び、農林漁業体験、料 ｛相験、伐採体験、木工 浴）、海洋療法（タラ
での芸術・音楽鑑賞 理体験、キャンプ 体験、市民農園、農林 ソテラピー）

漁業体1験民宿

アウトドア・スポーツ 自然学校、 農林水産事業者、 NP O、医療機関、

活動 体験活動毘体・関連企 学習塾、 Np O、 NP O、地域組織 地域組織

主体 業、観光関連企業・回 地i磁E織、学校
体、 Np O、地域粧織

3 社会情勢の変化

(1)人口減少・高齢化の進展、地方創生の取紐の本格化

日本の人口は、平成 21(20〔9）年をピークに減少に転じており、世代構成も高齢化して

いることから、今後、園内の食市場はますます縮小することが予想されています。
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三重系の人口も、平成 19(2007）年の約 187万 3千人をピークに減少に転じ、平成

30 (2018）年 10月 1日現在の人口は 179万1千人となっています。また、将来人口は、国

立社会保障・人口罰題研究所が行った地域別将来推計（平成 30年 3月）によると、令和

27 (2045）年には 143万人となり、平成 27(2015）年から約 21%減少すると予測されていま

す。さらに、平成 30(2018）年時点の 65歳以上の老年人口割合は 29.4%となっており、令

和27(2045）年には38.3%まで増加すると予測されています。

特に、豊かな自然が残る中山間地域等の農山漁村部においては、都市部に先駆けて人口

減少と高齢化の進行が著しく、第一次産業の生産活動、さらには集落機能の低下などが

懸念されています。

「 一村櫛におIナ
｛万人） 披昔t 

200 , I 
農村地域の考総人口割合 I 都爺約l沿線の者鈴人口割合

｛お宮艶Ji I 情詰盛り｝

却
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50誌

45集

4時
35積

30草

25誌

2時

180 
mo I総務的地域の

I 人口140. 

120 

100 

。 出

S引 率7 平打 率27 令7 令11 令27
(1985) (1995) (2005) (2由時 (2C26) (20詰｝ (2045) 

酷人口 175万人 184万人 187万人 1827ヲ人 171万人 m万人 143万人

（鎗計），資料総輯省r爵勢鈎査（昭和56'字ω平成27年） J、関立役会保持s人口問題研究所f潤本Q)i~滋!11将来控訴人口
（平成30第三R推計）ム

畠称水産省r農築地域輯型一覧（29年改訂）Jをきおこ作成
足並三）平成27年の布院1を．農裳地滋親密の翁術的地域とそれ以外の農村泌減として人口を集計した。

2）老窓会人口割合と除、人口に＂める＂緩以上の高齢者の割合

このような中、平成 26(2014）年 11月に施行された「まち・ひと・しごと創生法jに基

づき、それぞれの地域が、少子高齢化に伴う人口減少への歯止めや東京国への人口の一

局集中の是正などに向け、創意工夫により、住みよい環境を確保して活力ある地域社会

を構築する f地方創生jの取組を本格的に実施しているところです。

県でも、これまで「三重県まち・ひと・しごと創生総合戦略j を策定し、人口の自然減

と社会減の両国から必要な対策を講じており、このうち自然体験活動の推進をとおし

た、誘客による雇用の確保や地域経済の活性化につなげる取組を進めています。令和

2 (2020）年度から新たにスタートする第 2期「三重県まち・ひと・しごと意lj生総合戦略j

に基づき、人口減少に係る課題に多角的にアフ。ローチし、地域の自立的かっ持続的な活

性化の実現に向けた取組を進めます。

(2) SD  G sやSocietv5.0等の新たな潮流

SDG sは、平成27(2015）年9月の国連サミットで 150を超える加盟国首脳の参加のも

と、全会一致で採択された「持続可能な開発のための 2030アジェンダj に掲げられた、

「持続可能な開発目標（SustainableIevelopment Goals)Jのことで、先進国・途上国す

べての国を対象に、経済・社会・環境の 3つの面でバランスがとれた社会をめざす世界

共通の目標として、 17のゴールとその課題ごとに設定された 169のターゲット（達成基

準）から構成されていま寸ユ
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(4）訪日外聞人旅行者の増加

ラグビーワールドカップ2019日本大会、東京2020オリンピック・パラリンピック等世

界規模のスポーツ大会が開催されるゴールデンスポーツイヤーズが到来しています。県

内では、それに続く令和 3(2C21）年には三重とこわか国体・三重とこわか大会が開催さ

れ、多くの選手や観客等の来県が期待されています。

平成 30(2018）年の訪日外混入旅行者数は、 6年連続で過去最高を更新し、はじめて

3,000万人を突破し 3,119万人となりました。令和 7(2025）年には大阪・関西万博が開催

される予定であり、今後のインバウンド¢増加が期待されています。

県内の農山漁村地域においては、世界を魅了するナショナルパークとしてのブランド化

を目指す伊勢志摩国立公園の取組や、平成 28(2016）年 3月「大台ケ原・大峯山・大杉谷

ユネスコエコパークj として拡張登録され、生態系の保全と持続可能な利活用の調和に

向けた地域づくりが期待されています。

令和 2(2C20）年秋以降、県南部地域では大規模な集客交流施設や宿泊特化裂の滞在施設

の開業が相次いで予定されているなど、新たな人の流れが生まれようとしています。

農山漁村地域へも外国人旅行者が訪れるようになっており、国内外から多くの人々を

呼ひ込むことが必要です。

(5）農泊（豊山漁村滞在型旅行）の推進

農泊（農山漁村滞在登旅行）は、平成 28匂016）年 3月に策定された「明日の日本を支

える観光ビジョンj において、「日本ならではの伝統的な生活体験と非農家を含む農村地

域の人々との交流を楽しむ「農i白j を推進j することが位置付けられ、医では令和

2 (2020）年までに農山漁村滞在型旅行をビジネスとして実施できる体制な持った地域を

500地域創出することを目指して取組が進められています。農林水産省では政府方針を踏

まえて、令和元（2019）年 10月までに 515の農泊実践地域への支援を実施しており、当県

でも 14の地域で取組が進められています。

農林水産省では、現段階における農泊の取組ならびに取り巻く情勢等を踏まえ、今後の

農i白を推進するうえでの課題や必要な教組を明らかにするため、有識者からなる「農泊

推進のあり方検討会jを開催し、令和元匂019）年6月、中間とりまとめを行いました。こ

の中で令和 2(2020）年以降の農泊推進施策の展凋方向について、農家民宿や古民家等の活

用による「宿泊j、地元金材を活用した郷土料理やジピエ料理等の「食事j、田植えや稲

刈り、農村風景を楽しむ「体験j など“農泊らしい”実践地域を増やすことを呂指し

て、新たに取り組む意欲ある地域ハの施策継続を含めて推進するとされました。

県においても自然体験を魅力的なコンテンツに位置付け、食や泊と組み合わせた農治に

取組む地域のサポートを行っています。今後も自然体験コンテンツを農治に取り込み、

より滞在時間の長い交流の実現に向けて取り組む必要があります。

(6）子どもの農山漁村体験の推進

総務省、文部科学省、農林水産省、環境省は、小学生を対象とした農山漁村での宿泊体

験活動を推進することを白的に、子供の農山漁村での宿治による農林漁業体験や自然体

験活動等を行う「子ども農山漁村交流プロロジェクトj を推進しています。「子ども農山漁

村交流プロジェクトjl土、子供たちの学ぶ意欲や自立心、思いやりの心、規範意識など

を育み、力強い成長を支える教育活動として、農山漁村等での宿泊体験活動を推進する

もので平成20(2008）年度から始まっています。
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さらに、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局では、将来の移住及び定住の促

進、地域社会を担う人材の育成や確保等を呂的とした、地方創生に資する取組として子

供の農山漁村体験を推進しています。

県では、国のプロジェクトでは対象とならない中学生や高校生、学校外のスポーツクラ

ブなどの農山i魚、村体験の促進と、受入地域の拡大を図るため、プロジェクトの実施基準

を緩和した県単独事業「子ども農山漁村ふるさと体験推進事業j を創設し、地域の実情

や体験者のニーズに郎したきめ細やかな対応を行ってきました。その結果、県内で子ど

もふるさと体験活動に取り組む車邸哉は、合計 16団体となっています。さらに、子どもの

自然体験等の受け皿として期待される農林漁業体験民宿については、県内で 69件が営業

しています。

今後も、子供の生き抜いていく力の育成につながる農山漁村での体験を充実させていく

必要があります。

Ol r三重とこわか県民健康会議I設置等、鍵康意識への高まり

県では、「三重の健康づくり基本計画『ヘル、ンーピープルみえ・ 2l~J に基づきさまざ

まな取組を進めてきたところ、女性の健康寿命が全国第2位、がんによる 75歳未満の年

鈴調整死亡率は低い方から全国第21立となるなど、着実に成果が上がっていますO

一方、「第8回県民意識調

査j によれば、幸福を判断す

る際に最も重視されたのは、

「健康状況j となっています。

健機潜a舎の機移｛女性｝

709ゑ

寄建 'm 
併額修·＇.~；！［＼Q

がんによる7S寵未満の年齢務鐙死亡.. の械移（擁女計｝

心
さ手部3

また、健康づくりは、人口

減少の歯止めとなる若者に
隼 1013~芋 201"年 マ筑目。ミ 宅与制切手求泌物相＂＂弓 見守宍乞午則松

選ばれる三重につながる 拙 糊 醐 情 鵬 附 〉 個出州制コ夕刊醐トピλ附岬脚＂

重要な取組です。県民の皆さんの幸福実感を高めるためにも、「健康づくりなくして地方

創生なしJとの決意のもと、更なる健康づくりに取り組む必要があります。

今後は、健康づくり全国トップρクラスをめざして、 SDGsや Society5.0などの新しい考

え方や手法を取り入れ、企業における健康経営など健康づくりの取組を加速させていき

ます。このうち、 SDGsの考えを生かした教組として、令和元（2019）年 9月に「三重とこ

わか県民健康会議j を設置するなど、企業、関係機関・団体、市町等との連携により、

「オーノレ三重jで県民の皆さんが継続的に健康づくりに取り組む社会環境づくりに取り

組んでいます。

こうした健康寿命の延伸や生活習慣病予妨に向けた健康づくりに三重の自然本験のフィ

ールドを活用することについて期待が高まっています。

(8）活動団体等の今後の取組の方向や自然体験促進にあたっての要望等

アーアンケート調査（N=145)

平成31(2019）年2丹、三重まるごと自然体験ネットワーク会員の自然体験活動の取

組状況等を把握するため、「自然体験に関するアンケートj を実施しました。

三重まるごど自然体験ネットワークを活用し、事業者間で連携した取組があるか尋ね

たところ（日二82）、約 1/3の会員が「取組あり（32.9o/o)J と回答しました。なお、併せて

尋ねた今後の意向についてはい＝82）、約 2/3の会員で「連携を進めたい（65.9%) Jと回

答しました。

連携の具体例としては、「大学との連携、アウトドアガイドが連携したモニターツア

を企画、悪ご天候持の代替プラン提供等jが、連携を進めたい理由としては、「連携
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はビジネスとして効果的、ニーズに合わせた多様な企画が可能、インストラクター不足

への対応が可能などjがありました。

イ ヒアリング調査

令手口元（2019）年9月からこれまでに、上記のアンケートをもとに、関係会員のうち自

然体験実践者を中心に、今後の施策展開について個別ヒアワングを実施しました。

今後、関係会員が注力していくポイントの主なものは、以下のとおりでした。

－楽しみながら「健康づくりj にもつながる自然体験の効果にも着目した取組をす

すめたい

－社員等の「健康ツアーj を受け入れるなど、企業との連携を進めていきたい

＼アウトドア事業者と宿泊施設の連携を進めていきたい

今後、行政に支援を求めたい主な内容については、以下のとおりでした。

－もっと多様な関係者と繋がりたい。きっかけ・機会・場所の提供をお願いした

し、。
・「健康jに着巨した取組に期待している。

4 今後の方向性

三重の豊かな自然を“体験”という形で活用する自然体験を、農山漁村地域における

有力なコンテンツとして位置付けて推進することは、農山棟、村地域への誘客拡大と雇用

創出、さらには農山漁村地域の活性化につながる点で重要と考えています。

このほか、環境保全意識の醸成や子どもたちの生き抜いていくカの育成、家族の幹づ

くり、体験者の健康増進などの効果も期待できるだけでなく、自然体験活動を促進する

ことで経済、社会、環境箇に貢献することが期待されています。

令和という新しい時代を迎え、自然体験活動の促進については、前構想期間における

取組の成果や培われたノウハウを生かし、社会情勢の変化に対応しながら、農山漁村地

域の活性化をはじめとする様々な効果を発現させることで、社会の期待に応えるため、

次の視点、に基づいて取組を加速させる必要があると考えます。

視点 1 自然体験活動のフィールドを生かした新たな価値協創

自然体験活動を推進することで様々な効果が期待できるほか、農山漁村における有力

なコンテンツとして多様な活用をすることで、好循環を創出する。

前構想期間において構築された関係者によるネットワークを核として、さらなる多様

な主体との連携により、新しい価値（サービス）の協創に取り組む。

視点2 自然体験活動の体制強化

これまで取り組んできた自然体験活動の基盤となる人材育成やブ。ログラムの開発など

をよりネットワークを活用した広域の取組として集客交流をすすめる。

活動団体の取組を国内外に向けてより効果的に情報発信していくことにより、自然体

験活動の体制を強化していく。
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第3章めざすべき姿

地域の豊かな自然が、地域の人々や関係する企業・団体などが一体となって創意工夫しな

がら、体験という形で活用されることにより、以下の実現をめざします。

。去三重が

①子どもから、務者、親や高齢者、障がい者に塗るまで、歯肉外から多くの人びとが三

重県を訪れて、自然を体験し、交流が生まれている姿

②自然体験活動団体が、自然との共生と経営の視点を持ち、地域や関係企業関体等と連

携しながら活動している姿

③ 自然体験活動を進じて、地域の活力向上、子どもたちの生き抜いていくカの育成とと

もに、量豊かな自然が保余され、後世に引き継がれていく姿
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第4章 自然体験活動の促進に向けた方針

社会経済情勢の変化やこれまでの成果と課題の確認・検証等を踏まえ、めざすべき姿の実

現のためには、自然体験活動団体などによる「新たな価値の協創の促進j f体制強化Jが重

要と考えます。このための方針として

。活動団体を核とした協餅を促す。

自然体験を通じた新たな価値協創の取組を促進するため、 r.：三重まるごと自然体験ネッ

トワークjの活性化を通じた個体聞の連携、地域の『食』や「治』等にかかわる活動団体

や市町との連携などを強化します。

＠企業との連携を進める。

企業が有するさまざまな知恵やノウハウを富然体験活動の促進に生かすため、アウトド

ア困スポーツ関連企業や、健康、教育関連企業、体験サービスの斡旋プラットフォームを

運営する企業、観光関連や交通関連企業固団体など、さまざまな企業岡田体との連携を強

化します。

＠ 地方i誕生につなげていく。

自然体験活動を促進することにより、活動悶体の雇用の創出はもとより、地域における

交流、県内への移住やニ地域居住を行う人びとが拡大し、地方創生につながるよう、市町

間や、県と市町、さらには他の都道府県との連携など、自治体同士の連携を強化します。
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第5章めざすべき姿の実現に向けた取組の方向

県では、地域の活動団体等が豊かな自然を体験という方法で生かし、三重県に、そして

地域に人々を呼び込み、交流の拡大や子どもたちの生き抜いていくカの育成、ひいては

地域の活性化につながるよう、さまざまな取組を進めていきます。

基本的な取組方向1 自然体験活動のフィールドを生かした新たな価鰻協倉j

～連携による敬組の深化～

三重県が誇る豊かな自然を“体験”という形で生かす自然体験活動を推進することで

様々な効果が期待できるほか、農山j魚、村における有力なコンテンツとして多様な活用をす

ることで、好循環が創出できます。

前構想、期間において、自然活動団体を核とする「三重まるごと自然体験ネットワークJ

を構築し様々な連携創出の礎ができました

人生 100年時代を迎えた健康意識の高まりや、拡大するインバウンド市場、子どもの自

然体験を通じた健全な心身の育成などのニーズに対し、「三重まるごと自然体験ネットワ

ークj を核として、自然活動団体聞や、地域内の異業種間違携など連携を深化させるこ

とで、自然体験活動のフィールドを生かした新しい魅力的なサービス（価値）の協創に

取り組んでいきます。

f三重とこわか県民健康会議」の取組と連携した、自然体験プログラムを活用した

健康づくりの推進

(1)健康づくりに取り組む県民や、アウトドア・アクティビティに関心の高いインバウン

ド等を対象に、アウトドア・レジャーをはじめとする自然体験に誘導するための受入れ体制

の整備および情報発信

令和元（2019）年9月に設置した「三重とこわか県民健康会議Jは、保健医療隈係団体、

保険者、福祉関係団体、健康づくり関連団体、経済団体等、報道機関、学識経験者、教

育関係団体や行政機関といった様々な分野の団体で構成されており、健康づくりに取り

組む多くの関係渚が集まる会議となっています。この会議を活用するなど、県民の皆さ

んがアウトドア・レジャーをはじめとする自然体験活動の場を、健康づくりをはじめる

きっかけや、楽しく続けられる活動の場として活用していただけるように情報発信を進

めていきます。

また、健康経営に取り組む企業の従業員や幅広い県民の皆さんの受入れについては、自

然体験の活動団体からは「すでにこのような企業の活動を受入れているJ「受入れを進め

ていきたいj といった声もあり、こういった活動団体さんの取組を三重まるごと自然体

験ネットワーク会員で共有したり、情報交換することで受け入れ体制が強化できるた

め、さらにネットワークの連携を強化していきます。

(2）健康経営や働き方改革に取り組む企業と連携した従業員の自然体験機会の創出

これまでに取り組んできた三重まるごと自然体験ネットワークでは主に体験を提供す

る活動団体同士の連携を進め、一部で連携したイベントやツアーが開催されるようにな

りました。

しかし、これまで体験を提供する側と活用する側の連携は少なく、体験者については幅

広く特にターゲットを定めず、情報発信している状況です三

令市日2年（2020）年1月、多くの人が一日の大半を過ごす職場での健康づくりを進める
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3地域の豊かな白然を活用して子どもたちの健全な心身の育成と自然を生かす力や守り

育てる意識の穣成

(1)子どもたちが地域の豊かな自然の中で活動することで主体性を身につける、子どもの

自然体験の機会を倉lj出

将来を担う子どもたちが地域の豊かな自然の中て？継続的に体験を通して「生き抜いてい

くカ」を育み、主体的に考える機会を創出します。

また、児童を中心に森林環境教育をはじめとした自然環境を生かし守り育てる意識を醸

成するため、これまで行ってきた指導者から話を聞くことを中心とした能動的な活動に

加えて、自然環境のもとでのキャンプ等を通じて子どもたちが地域の自然の中で自ら気

づき、体感することで、自然の中での遊びを積極的に楽しめる環境や機会を創出するた

め、県内の野外体験指導者と連携して取り組みます。

(2）野外体験保育の取組など、自然｛本験を通じて、子どもの「生き抜いていく力I存育む

ため、幼児期からの自然体験の普及の促進

平成 27(2015）年度に実施した野外体験保育有効性調査では、子どもの頃の体験活動が

豊富な人ほど、意欲・関心や規範意識が高いとし寸結果が示され、自然体験を通じた子

どもの「生き抜いていく力Jを育む野外体験保育が有効であるとされました。これによ

り、野外体験保育に主体的に取り組もうとする幼稚園や保育園に対しアドバイザーを派

遣するとともに、野外体験保育に関わる人材を育成するための養成講座を開催しまし

T亡。
今後も地域の豊かな自然を活用した野外体験保育の普及・啓発に取り組みます。

(3）都市と農山漁村の相互の共感を育む、子どもの農山漁村体験の受入体制の整備

農山漁村等における自然体験や宿泊体

験を通じて、児童生徒の豊かな人向性や

社会性を育み、自己肯定惑を高め、力強

い子供の成長を支えるとともに、受け入

れ地域の活性化や交流による地域聞の相

互の怒解を深めるため、国において関係

省庁の連携のもと青少年の自然体験活動

等が推進されています。

県内においても子どもふるさと体験の

受け入れ地域が 15地域となり、地域で

の子どもの受け入れ環境が整備され、機運は醸成されていますが、都市音防当らの児童生

徒の受入れは限定的な状態です。

今後は、積極的に子どもたちを受け入れていく地域を中心に、都市部への情報発信の強

化や都市部の学校や団体とのマッチングを行うことで、実際の子どもたちの受入れを通

じて体制の強化が進むよう支援します。また、受け入れ地域の活動を他地域にも波及さ

せるため、地域開の情報共有や意見交換の場を創出します。
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基本的な取組方向2 自然体験活動の体制強化

～より層の厚い活動人材の確保と情報発信～

三重県が誇る豊かな自然を地域の人々や関係する企業・団体などが一体となって創意工

夫しながら“体験”という形で生かす自然体験活動の促進を密っていくうえで基盤とな

るものが組織づくり、人づくりです。ネットワーク組織「三重まるごと自然体験ネット

ワークjj舌動の交流・連携の活性化や、地域資源を創意工夫や連携による魅力的な体験

プログラムの磨き上げ、安全でおもてなレ心あふれる自然体験活動を展開できる人材の

育成などに取り組みます。

また、国内外の多くの人々を三重の自然体験活動のフィールドに呼び込むためには、三

重の自然体験活動の認知度を高める取組が必要です。引き続き活動団体の取組の国内外

に向けた発信などに取り組み、これまで地域が受けてきた自然からの恩恵をさらに豊か

で確実なものとしていくとともに、この自然を、後世を生きる次代の人びとに着実に引

き継いでいくことができる自然環境保全・活用の先進県として、日本の中で、また世界

の中で、三重の存在感をアピーノレしていきます。

1 活動団体の連携強化とこれを生かしたプログラムの調発や磨き上げ

(1)活動団体i奇士や企業との事業連携等を促進するため、ネットワークの連携を強化

県内の自然体験活動を行う毘体においては、アウトドア・アクテイビティなど同じ目的

を持った団体同士の連携は進んでいるものの、異業種間のつながりはまだまだ十分では

ありません。

活動団体の連携を関るため、これまで行ってきたネットワーク交流会や研 t会などの開

催にあたっては、既存のネットワーク会員間の連携のみではなく、新たな業種の企業等

が参画しやすいプログラムとすることで、これまでにない連携を生み出せる機会としま

す。

また、ネットワークには、アウトドア・スポーツや教育、観光に関連した企業や団体だ

けではなく、メディア、 Ic T、医療福祉関連企業など幅広い企業等の参画を進め、活

動団体との新たf必車携を図ります。

(2）国内外から人びとをさらに呼び込むため、ネットワークを活潤した魅力的なプログラ

全国議車進
習内外から人びとをさらに呼び込むためには、個々の活動回体の体験プログラムの磨き

上げに加えて、活動団体や観光事業者などが連携し、それぞれの特色を生かした地域の

食や文化などと併せたツアーなどの開発が必要になります。そのため松阪牛、伊勢えび

などの食、忍者や海女などの文化、世界遺産やナショナルパークなどの麟カある資源を

生かした地域c:創意工夫によるツアー開発を促します。

例えば、カヤックやサイクリングで地域の自然を巡り 次産業にふれるツアーなど事体

験ガイドはもとより、体験に関連するアウトドア・スポーツ用品メーカーや教育関連企

業、全国にネットワークがある旅行会社や大学などとも連携し、その地域に合った体験

ツアープログラムの開発・販売を促進します。
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3活動団体の取組の国内外に向けた効果的な情報の発信

(1)県内の自然や自然体験活動を効果的に発信するため、メディアやアウトドア企業等と

連携するほか、ジャパンエコトラックや体験をイメージしやすい映像などを活用

各種メディアやアウトドア・スポーツ、観光、 Ic Tなどに関連した企業との連携によ

る取組など、活動団体自身による情報発信がより効果的なものとなるような機会の充実

を図っていきます。

また、動画や 360度函像、ドローン画像によるアウトドア・スポーツの臨場感あふれる

醍醐味のある発信などにより三重ならではの自然環境や様々な体験をリアルに伝えるこ

とに加え、インバウンドなどユニバーサノレな視点での情報発信が進むように支援してい

きます。

α）活動団体自身の情報発信力を向上するため、 SNS等を活用した多元的情報発信の促進

現在、自然体験に係る情報は、三重まるごと自然体験のポータノレサイトやそれぞれの活

動団体や市町のホームページ、民間団体による観光情報サイトから発信されています。

SN Sの普及により体験者からのよりリアルな体験情報の発信が可能となっており、こ

れらの発信された情報が基となって、人の移動や交流の輪が大きくなる状況が生まれて

います。

SN Sによる自然体験の情報発信をより効果的にするため、活動団体の発信のみではな

く、体験者自身が体験を楽しみ、 SN Sなどにより拡散しやすい仕組みなど、活動団体

自らが情報を顧客に屈けられるように支援します。

また、活動団体や観光関連企業などと連携してデジタルマーケティングを活用した効果

約な情報発信手法の構築を支援します。

(3）アウトドア圃スポーツや自然体験教育などに関係する人びとを集めるため、国内外か

らイベントの誘致を促進

サイクリングやトレイルランニングをはじめとした自然潔境を体感するイベントなどヱ

コツアーやアウトドア・スポーツ、自然体験教育などに関連したさまざまな園内イベン

トやアウトドアイベントの県内誘致に取り組み、三重の自然の魅力を国内外に発信して

いきます。

(4）各県の自然体験活動に係る特徴を生かし相乗的に活発化させるため、他県との連携に

よる情報発信の促進

太平洋湾岸自転車道路や世界遺産熊野古道など広域でのつながりを活用して、それぞれ

の地域の魅力を連携して発信していくことにより、自然体験の魅力を効果的に情報発信

します。

また、海・川iをフィーノレドとした夏の自然体験に強みを持つ本県と、例えば冬の自然体

験に特徴がある他県とが連携し、周年での体験・交流などの促進を通じて、自然体験の

魅力のさらなる発信に取り組みます。
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4 県民の皆さん、活動密体や体験者等に対する自然環境の保護・保全に向けた意識の啓発

(1)県民の皆さんが自然体験をとおして環境保全意識を醸成するため、身近に取り組める

告然体験を普及啓発

県や市町、活動団体では、森林をはじめ、海や川、里山など木県の自然環境の魅力と合

わせて、それらが持つ多面的機能の重要性などについてもさまざまな機会を通じて発信

し、県民の皆さんの自然環境の保全・保護に向けた意識の啓発に取り組みます。

また、豊かな自然を”体験”という手法で活用するにあたって最も重要なことは、自然

環境を壊さず、利用することであり、さらに、体験した人々が、環境保全に対する意識

を持って日々の生活を送れるようにすることです。

県では、自然公園や自然歩道などの適切な保全管理に努めるとともに、活動団体や体験

者はもちろん、活動団体と連携する企業や団体が、こうした自然体験の根底に流れる理

念のもとで活動を持続的に発展させていけるよう、研修会などを通じて、意識の啓発を

図っていきます。

第6章具体的な取組計画の策定及び実践に向けた支援と構想の見直し

今後、この構想の取組方向に沿った活動などが、それぞれの活動団体や地域のマネジメ

ント体制・組織において促進されるよう、県や市町は、関係する部局や機関などが連携

し、活動団体や地域のマネジメント体制・組織等による具体的な取組計画の策定及び実

践のサポートに努めます。

県は、県の戦略計画「みえ県民力ビジョン・第三次行動計画」のほか、「三重の健康づ

くり基本計画jや「三重県観光振興基本計酒j などの各穣計画とも整合を図りつつ推進

していきます。

構想については、県内市町のほち・ひと・しごと創生総合戦略jの進捗や、三重とこ

わか国体・三重とこわか大会の開催によるさまざまな成果の状況を含む社会経済情勢の

変化なども踏まえ、適宜、見直しを行っていきます。
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参考資料編
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11111 地域別の自然

山 J 1 I j毎 里

鈴鹿屋定公園、東海 水郷県立自然公開、 伊勢の海県立自然公 鈴鹿山麓に広がる茶
自然歩道、養老山 木曽＝JI!・水郷地帯 圏、伊勢湾、高松海 閥、亀山奴本の概

北勢地域 地、鈴鹿山脈・セブ 員弁川、朝明川、三 岸、千代崎海水浴場 出、平野部の同国
ンマウンテン、湯の 滝川、鈴鹿J1 I、キャ
山温泉 ンプ場

室生赤目青山田定公 童三出川・瀬戸ヶ湖、 伊勢の海県立自然公 山麓茶菌、飯南深野
園、東海自然歩道、 櫛田J1 I・奥香肌i峡、 圏、伊勢湾、御殿場 の棚田、平野部の凶
近畿自然歩道、赤目 宮川I.大杉谷 海岸、阿漕浦、玉主 閥、

一志峡県立自然公 キャンブミ量 海岸、松名瀬海岸、
中南勢 菌、香肌｜挟県立自然
i也域 公園、奥伊勢宮川i峡

県立自然公園、青山
高原、布引山地・高

見山i也、紀伊111地、
大台ケ）京山

伊勢志摩国立公園、 宮川、大内山川、五 伊勢志摩国立公園、 南伊勢のみかん留、

近畿自然歩道、横山 け令Jll、 伊勢湾、熊野灘、リ 海女小屋、熊野古道
展望台、主主茂山展望 アス式海岸（的矢 伊勢路

伊勢志摩 台、南海展望園地、 湾、英虞湾、五ケ所
地域 鵜食園地、朝熊山、 湾、古和浦湾）御座

神宮林 白浜海岸、離島（神

島、答；＆；島、菅島、
坂手島）

窓生赤目青山国定公 木津川・岩倉峡、服 伊賀盆地のrE閥、青

園、東海自然歩道、 部J11、滝山渓谷、青 蓮寺ぶどう園

伊賀封由民或
赤目一志峡県立自然 連寺湖、香務渓、赤
公園、布当｜山地、 目四十八滝

青山高原、三国越林

道

吉野熊野国立公闘、 北rLIJ1 I （七色峡、瀞 熊野灘、尾鷲リアス みかん圏、丸山千枚
東紀州 近畿自然歩道、紀伊 峡）、銚子川（魚飛 式海岸、七塁御浜、 回、熊野古道伊勢路
地域 山地 渓）、熊野川（飛雪の 鬼ヶ械

滝）、キャンプ場
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0 異体的なイメージモデル

県内の実例を参考として、めざす姿をイメージすると、次のようなモデルが想定されま

す。

( 1）アウトドア・スポーツ系自然体験
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